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茅ヶ崎市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
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茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市職員服務規程の一部を改正する訓令

茅ヶ崎市職員服務規程（平成２８年茅ヶ崎市訓令第１０号）の一部を次のように改正す

る。

目次中「第２９条」を「第２８条」に、「（第３０条～第３２条）」を「（第２９条～第３

１条）」に改める。

第２１条を削る。

第２２条中「第１６号様式」を「第１５号様式」に改め、同条を第２１条とし、第２３

条を第２２条とする。

第２４条中「第１７号様式」を「第１６号様式」に改め、同条を第２３条とする。

第２５条中「第１８号様式」を「第１７号様式」に改め、同条を第２４条とし、第２６

条を第２５条とし、第２７条を第２６条とする。

第２８条第２項中「第１９号様式」を「第１８号様式」に改め、同条を第２７条とし、

第２９条を第２８条とする。

第３章中第３０条を第２９条とし、第３１条を第３０条とし、第３２条を第３１条とす

る。

第１５号様式を削る。

第１６号様式中「（第２２条関係）」を「（第２１条関係）」とし、同様式を第１５号様式

とする。

第１７号様式中「（第２４条関係）」を「（第２３条関係）」とし、同様式を第１６号様式

とする。

第１８号様式中「（第２５条関係）」を「（第２４条関係）」とし、同様式を第１７号様式

とする。

第１９号様式中「（第２８条関係）」を「（第２７条関係）」とし、同様式を第１８号様式

とする。

附 則

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。


